
■令和３年４月から次のとおり水道料金が変わります

【問】（本庁）くらし環境課 生活環境室　☎（56）2236　　（総合支所）支所管理局 支所管理室　☎（58）7073

◆新水道料金の計算例

◆新水道料金の適用時期

【例】メーター器の口径が13㎜で、30㎥使用した場合（2ヶ月）
基本料金（10㎥まで）	 2,323.2円
超過料金（11㎥～20㎥）	 10㎥×	52.8円/㎥＝		528円
超過料金（21㎥以上）	 10㎥×139.1円/㎥＝1,391円
合計4,242.2円　⇒	 　納める水道料金　4,240円	 （現行 3,630円）

	 （1ヶ月当たり305円、1日当たり約10円の増となります。）

　新しい水道料金の施行日は、令和３年４月１日です。
▶ 令和３年3月31日以前から継続して水道を使用している方は、7月請求分から新水道料金が適用されます。
▶令和３年4月1日以降に水道を新設・開栓した方は、５月請求分から新水道料金が適用されます。
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20㎜ 1,947円 20㎜ 2,336.4円
25㎜ 1,969円 25㎜ 2,362.8円
30㎜ 2,046円 30㎜ 2,455.2円
40㎜ 2,101円 40㎜ 2,521.2円
50㎜ 2,134円 50㎜ 2,560.8円
65㎜ 2,486円 65㎜ 2,983.2円
75㎜ 2,706円 75㎜ 3,247.2円
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40㎜ 3,520円 40㎜ 2,521.2円
50㎜ 3,740円 50㎜ 2,560.8円
65㎜ 10,120円 65㎜ 2,983.2円
75㎜ 12,320円 75㎜ 3,247.2円

毎月１回地元に古くから伝わる民話を「語り」紹介します。是非聞きにきてください。

１．開催日時　令和３年３月21日（第三日曜日）　１回目 11：00～／２回目 13：30～
２．開催場所　茶茗舘　　　　　　 
３．語 り 手　澤井初美・奥野恵美子・勝川邦子
　　　　　　（語り手は都合により変更する場合があります。）
� 中川根語り部の会「話楽座」（事務局／薗田はる ☎（56）0374）

■水道事業の現状
　水道事業は、必要な経費を料金収入で賄
い運営されることが前提ですが、町の人口
減少に伴い給水人口も減少傾向にあり、水
道事業の料金収入の減少が予測されていま
す。
　その一方で、水道施設の維持管理の向上
を図るために、老朽化した施設や管路更新
費用（施設工事費など）は増加していく見
込みです。
　施設更新には、多額の工事費用が必要となり、すべての工事を短期間で行うためには大幅な料金改定
や多額の繰入金等が必要となります。使用者や町の財政状況に多大な影響が出ることが予測されますの
で、施設更新においては、特に重要と考えられる整備を優先的に行っていきます。

■料金改定の理由
　現行の水道料金は、平成21年度の改定から、県内各市町
の中でも安価な水道料金を堅持してきましたが、町民生活
を支える重要なライフラインである水道事業は、これまで
に建設してきた水道施設が耐用年数を迎え、施設整備、老
朽管の更新に多額の費用が見込まれます。また、人口減少
や節水型生活様式の定着などにより水道料金収入が減少す
るなど、事業を取り巻く経営環境は厳しさを増しています。
　特に、総延長が約194キロメートルある水道管は2023年
には約51％が耐用年数を超えた管路になってしまいます。
　これは、漏水事故の原因となり、断水や濁りが発生する
など使用者の皆さまに安心安全な水をお届けできなくなる
可能性があることから速やかな対応が必要となります。
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令和3年4月か　　ら　水道料金を改定します
　現行の水道料金は、平成21年度改定から、県内各市町の中でも安価な水道料金を堅持してきましたが、
町民生活を支える重要なライフラインである水道事業は、これまでに建設してきた水道施設が耐用年数を迎
え、施設整備、老朽管の更新に多額の費用を要する反面、給水人口は年々減少し、水道料金収入もそれに応
じて減少しており、事業を取り巻く経営環境は厳しさを増しています。
　今回、将来にわたって安心安全な水道事業を維持していくために、水道料金改定をすることになりました。

役場の窓辺から yakuba no madobe kara役場の窓辺から yakuba no madobe kara水道料金改定のお知らせ

【問】（本庁）くらし環境課 生活環境室　☎（56）2236　　（総合支所）支所管理局 支所管理室　☎（58）7073

令和３年３月 令和３年４月 令和３年５月 令和３年６月
水道料金改定 現行料金 料 金 改 定　＊令和３年４月から新水道料金になります

改定前（定期）

改定後（定期）

水道ご利用期間

５月分請求（現行水道料金）

水道ご利用期間
７月分請求（新水道料金）

ここにも、一つの物語。
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